
 

 

議案第４６号 

 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処理

する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う規

約の変更について 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２８年３月３１日限り美祢

市萩市競艇組合を脱退させ、平成２８年４月１日から、岩国地区消防組合及び

宇部・山陽小野田消防組合を加入させ、山口県市町総合事務組合の共同処理す

る事務に行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の規定に

よる機関の設置及び当該機関の権限に関する事務を加え、山口県市町総合事務

組合規約（平成１８年指令平１８市町第８１５号）第３条第６号に規定する事

務を共同処理する団体に宇部市、山口市、防府市、美祢市、周南市及び山陽小

野田市を加え、同条第７号に規定する事務を共同処理する団体に美祢市及び周

南市を加えること及びこれに伴い同組合規約の一部を次のとおり変更すること

について関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 

 平成２８年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文 

                   

   山口県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 第３条に次の１号を加える。 

(11) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第 1 項の規定に

よる機関の設置及び当該機関の権限に関する事務 

 第１１条の次に次の１条を加える。 

（行政不服審査会）  

第１１条の２ 組合に、第３条第１１号に規定する事務を行うため、山口県市

町行政不服審査会（以下「行政不服審査会」という。）を置く。 



 

 

２ 行政不服審査会は、３人の委員をもって組織する。 

３ 行政不服審査会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。 

４ 行政不服審査会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ 管理者は、第３項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組

合市町等の長に通知しなければならない。 

６ 行政不服審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、行政不服審査会を代表する。 

８ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名す

る委員が、その職務を代理する。 

９ 行政不服審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

１０ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

１１ 会議は、３人の委員が出席しなければ、開くことができない。ただし、

会議を開かなければ審査関係人（行政不服審査法第７４条に規定する審査関

係人をいう。）の利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由

があるときは、２人の委員が出席すれば会議を開くことができる。 

１２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

１３ 行政不服審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門

委員を置くことができる。 

１４ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。 

１５ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され

るものとする。 

１６ 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができ

ない。 

１７ 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

１８ 行政不服審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しな

い。 



 

 

１９ 前各項に定めるもののほか、行政不服審査会の運営について必要な事項

は、会長が行政不服審査会に諮って定める。 

別表第１中「、美祢市萩市競艇組合」を削り、「、柳井地域広域水道企業団」

の次に「、岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合」を加える。 

別表第２の６の項中「下松市」の前に「宇部市（別表第３に規定する非常勤

の職員に限る。）、山口市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る。）、防府市、」

を加え、「、柳井市」の次に「、美祢市、周南市、山陽小野田市（別表第３に規

定する非常勤の職員に限る。）」を加え、同表の７の項中「、柳井市」の次に「、

美祢市、周南市」を加え、同表の８の項中「、美祢市萩市競艇組合」を削り、

同表の１０の項の次に次の項を加える。 

１１  第３条第

１１号に規定

する事務 

下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、光

市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、

周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武

町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地

方老人福祉施設組合、玖西環境衛生組合、田布施・平生

水道企業団、熊南総合事務組合、周陽環境整備組合、周

南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区

福祉施設組合、養護老人ホーム秋楽園組合、宇部・阿知

須公共下水道組合、養護老人ホーム長生園組合、豊浦・

大津環境浄化組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道

企業団、岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、

山口県市町総合事務組合 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象とする非常勤の職員 

団体名 対象とする非常勤の職員 

宇部市 １ 地方公務員法第２２条第５項の規定により任用され

た臨時職員 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項

の規定により任用された臨時職員 



 

 

 ３ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱

託職員 

山口市 １ 地方公務員法第２２条第５項の規定により任用され

た臨時職員 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項

の規定により任用された臨時職員 

３ 山口市非常勤職員任用事務要領の規定により任用さ

れた嘱託職員 

山陽小野田市 山陽小野田市臨時職員等の給与に関する規則に規定され

る臨時職員 

附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第４６号参考資料  

山口県市町総合事務組合規約 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（組合の共同処理する事務) 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務のうち、別表第２の右

欄に掲げる組合市町等に係る同表左欄の事務を共同処理す

る。 

(1)～(10) （略） 

(11) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条

第１項の規定による機関の設置及び当該機関の権限に関す

る事務 

 

（行政不服審査会） 

第１１条の２ 組合に、第３条第１１号に規定する事務を行う

ため、山口県市町行政不服審査会（以下「行政不服審査会」

という。）を置く。 

２ 行政不服審査会は、３人の委員をもって組織する。 

３ 行政不服審査会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得

て選任する。 

４ 行政不服審査会の委員の任期は、３年とする。ただし、補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 管理者は、第３項の規定により選任された委員の氏名及び

経歴等を関係組合市町等の長に通知しなければならない。 

（組合の共同処理する事務) 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務のうち、別表第２の右

欄に掲げる組合市町等に係る同表左欄の事務を共同処理す

る。 

(1)～(10) （略） 
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６ 行政不服審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを

定める。 

７ 会長は、会務を総理し、行政不服審査会を代表する。 

８ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

９ 行政不服審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が

招集する。 

１０ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

１１ 会議は、３人の委員が出席しなければ、開くことができ

ない。ただし、会議を開かなければ審査関係人（行政不服審

査法第７４条に規定する審査関係人をいう。）の利益の保護

に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき

は、２人の委員が出席すれば会議を開くことができる。 

１２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

１３ 行政不服審査会に、専門の事項を調査するため必要があ

るときは、専門委員を置くことができる。 

１４ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任

命する。 

１５ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したと

きは、解任されるものとする。 

１６ 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与

することができない。 

１７ 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏
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らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

１８ 行政不服審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手

続は、公開しない。 

１９ 前各項に定めるもののほか、行政不服審査会の運営につ

いて必要な事項は、会長が行政不服審査会に諮って定める。 

 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第２条関係） 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第３条関

係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

山口県内の全市町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生

組合、玖珂地方老人福祉施設組合、玖西環境衛生組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周陽環境整備組

合、周南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地

区福祉施設組合、養護老人ホーム秋楽園組合、宇部・阿知須

公共下水道組合、養護老人ホーム長生園組合、豊浦・大津環

境浄化組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩

国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高

齢者医療広域連合、山口県市町総合事務組合 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第2条関係） 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第３条関

係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

山口県内の全市町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組

合、玖珂地方老人福祉施設組合、玖西環境衛生組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周陽環境整備組

合、周南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地

区福祉施設組合、養護老人ホーム秋楽園組合、宇部・阿知須

公共下水道組合、養護老人ホーム長生園組合、豊浦・大津環

境浄化組合、美祢市萩市競艇組合、光地区消防組合、柳井地

域広域水道企業団、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県

市町総合事務組合 
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４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ 第３条第６号に

規定する事務 

宇部市（別表第３に規定する非常勤

の職員に限る。）、山口市（別表第

３に規定する非常勤の職員に限

る。）、防府市、下松市、光市、長

門市、柳井市、美祢市、周南市、山

陽小野田市（別表第３に規定する非

常勤の職員に限る。）、周防大島町、

和木町、上関町、田布施町、平生町、

阿武町、柳井地区広域消防組合、周

東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉

施設組合、玖西環境衛生組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合事務

組合、周陽環境整備組合、周南東部

環境施設組合、周南地区衛生施設組

合、周南地区福祉施設組合、養護老

人ホーム秋楽園組合、宇部・阿知須

公共下水道組合、養護老人ホーム長

生園組合、豊浦・大津環境浄化組合、

光地区消防組合、柳井地域広域水道

企業団、山口県後期高齢者医療広域

連合、山口県市町総合事務組合 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ 第３条第６号に

規定する事務 

下松市、光市、長門市、柳井市、周防

大島町、和木町、上関町、田布施町、

平生町、阿武町、柳井地区広域消防組

合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、玖西環境衛生組合、田

布施・平生水道企業団、熊南総合事務

組合、周陽環境整備組合、周南東部環

境施設組合、周南地区衛生施設組合、

周南地区福祉施設組合、養護老人ホ

ーム秋楽園組合、宇部・阿知須公共下

水道組合、養護老人ホーム長生園組

合、豊浦・大津環境浄化組合、光地区

消防組合、柳井地域広域水道企業団、

山口県後期高齢者医療広域連合、山

口県市町総合事務組合 
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７ 第３条第７号に

規定する事務 

下松市、光市、長門市、柳井市、美

祢市、周南市、周防大島町、和木町、

上関町、田布施町、平生町、阿武町 

８ 第３条第８号に

規定する事務 

下松市、長門市、柳井市、美祢市、

周防大島町、和木町、上関町、田布

施町、平生町、阿武町、柳井地区広

域消防組合、周東環境衛生組合、玖

珂地方老人福祉施設組合、玖西環境

衛生組合、熊南総合事務組合、周陽

環境整備組合、周南東部環境施設組

合、周南地区衛生施設組合、周南地

区福祉施設組合、養護老人ホーム秋

楽園組合、宇部・阿知須公共下水道

組合、養護老人ホーム長生園組合、

豊浦・大津環境浄化組合、山口県後

期高齢者医療広域連合、山口県市町

総合事務組合 

９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 

１１ 第３条第１１

号に規定する事務 

下関市、宇部市、山口市、防府市、

下松市、岩国市、光市、長門市、柳

井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上関町、 

７ 第３条第７号に

規定する事務 

下松市、光市、長門市、柳井市、周防

大島町、和木町、上関町、田布施町、

平生町、阿武町 

８ 第３条第８号に

規定する事務 

下松市、長門市、柳井市、美祢市、周

防大島町、和木町、上関町、田布施町、

平生町、阿武町、柳井地区広域消防組

合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、玖西環境衛生組合、熊

南総合事務組合、周陽環境整備組合、

周南東部環境施設組合、周南地区衛

生施設組合、周南地区福祉施設組合、

養護老人ホーム秋楽園組合、宇部・阿

知須公共下水道組合、養護老人ホー

ム長生園組合、豊浦・大津環境浄化組

合、美祢市萩市競艇組合、山口県後期

高齢者医療広域連合、山口県市町総

合事務組合 

９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 
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 田布施町、平生町、阿武町、柳井地

区広域消防組合、周東環境衛生組

合、玖珂地方老人福祉施設組合、玖

西環境衛生組合、田布施・平生水道

企業団、熊南総合事務組合、周陽環

境整備組合、周南東部環境施設組

合、周南地区衛生施設組合、周南地

区福祉施設組合、養護老人ホーム秋

楽園組合、宇部・阿知須公共下水道

組合、養護老人ホーム長生園組合、

豊浦・大津環境浄化組合、光地区消

防組合、柳井地域広域水道企業団、

岩国地区消防組合、宇部・山陽小野

田消防組合、山口県市町総合事務組

合 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象とする非常勤の

職員 

団体名 対象とする非常勤の職員 

宇部市 １ 地方公務員法第２２条第５項の規定

により任用された臨時職員 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法

律第６条第１項の規定により任用され

た臨時職員 
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 ３ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定によ

り任用された嘱託職員 

山口市 １ 地方公務員法第２２条第５項の規定

により任用された臨時職員 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法

律第６条第１項の規定により任用され

た臨時職員 

３ 山口市非常勤職員任用事務要領の規

定により任用された嘱託職員 

山陽小野田市 山陽小野田市臨時職員等の給与に関する

規則に規定される臨時職員 
 

  

 


